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埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
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航
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埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
県
の
防

災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
「
航
空
機
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
運
航
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
の
消
防
に
対
す
る
支
援
の
適

切
か
つ
安
全
な
実
施
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

緊
急
運
航 

災
害
応
急
対
策
活
動
、
火
災
防
御
活
動
、
救
助
活
動
、
救
急
活
動
そ
の
他
の

消
防
防
災
活
動
に
関
す
る
業
務
（
以
下
「
消
防
防
災
業
務
」
と
い
う
。
）
の
た
め
、
航
空
機

を
緊
急
に
運
航
す
る
こ
と
を
い
う
。 

 
 

 
 

 
 

 

二 

緊
急
運
航
業
務 

緊
急
運
航
に
関
す
る
業
務
を
い
う
。 

三 

防
災
航
空
隊 

消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
十
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
航
空
消
防
隊
で
航
空
機
を
運
航
し
消
防
防
災
業
務
を
行
う
も

の
を
い
う
。 

 

四 

総
合
運
航
規
程 

航
空
機
を
効
率
的
に
運
航
す
る
た
め
、
緊
急
運
航
業
務
、
訓
練
等
に
つ

い
て
総
合
的
に
定
め
る
規
程
を
い
う
。 

（
総
合
運
航
規
程
等
） 

第
三
条 

知
事
は
、
総
合
運
航
規
程
を
定
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
体
制
の
整
備
及
び
十
分
な
訓

練
を
行
う
こ
と
に
よ
り
防
災
航
空
隊
が
安
全
に
活
動
で
き
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

防
災
航
空
隊
は
、
緊
急
運
航
業
務
に
従
事
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
と

と
も
に
、
十
分
に
安
全
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
緊
急
運
航
の
要
件
） 

第
四
条 

防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
そ
の

被
害
の
軽
減
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
き
。 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号



二 

緊
急
運
航
業
務
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
重
大
な
支
障
が

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。 

三 
航
空
機
を
運
航
し
な
け
れ
ば
、
十
分
な
消
防
防
災
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め

ら
れ
る
と
き
。 

 

（
調
査
等
） 

第
五
条 

知
事
は
、
航
空
機
が
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
八
十
一
条

の
二
に
規
定
す
る
航
行
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
地
上
又
は
水
上
の
人
又
は
物
件
の
安
全
及
び

航
空
機
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
航
行
を
行
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
、

可
能
な
限
り
事
前
に
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
資
料
を
収
集
保
存
し
、
緊
急
運
航
を
行
う
に
当

た
っ
て
の
参
考
と
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
機
長
の
指
揮
監
督
） 

第
六
条 

航
空
機
に
搭
乗
し
て
そ
の
職
務
を
行
う
者
は
、
航
空
機
に
搭
乗
中
、
航
空
法
第
七
十
三

条
に
規
定
す
る
機
長
の
指
揮
監
督
に
従
い
、
緊
急
運
航
業
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
連
携
体
制
の
確
保
） 

第
七
条 

防
災
航
空
隊
は
、
市
町
村
の
消
防
本
部
そ
の
他
関
係
機
関
と
の
相
互
に
緊
密
な
連
携
及

び
協
力
の
下
で
活
動
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
気
象
条
件
及
び
運
航
時
間
帯
） 

第
八
条 

航
空
機
が
運
航
で
き
る
気
象
条
件
は
、
航
空
法
で
定
め
る
有
視
界
気
象
状
態
と
し
、
航

空
機
の
運
航
の
安
全
が
確
保
で
き
な
い
気
象
条
件
の
場
合
は
、
運
航
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

航
空
機
の
運
航
時
間
帯
は
、
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
の
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
視
界
気
象

状
態
に
お
け
る
夜
間
（
日
没
か
ら
日
の
出
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
の
運
航
で
、
そ
の
安
全
が
確

保
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
帰
投
命
令
又
は
活
動
停
止
命
令
） 

第
九
条 

知
事
は
、
災
害
現
場
の
状
況
、
気
象
条
件
等
に
よ
り
航
空
機
の
運
航
の
安
全
が
確
保
で

き
な
い
と
認
め
た
場
合
は
、
直
ち
に
防
災
航
空
隊
に
対
し
帰
投
命
令
又
は
活
動
停
止
命
令
を
発

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

県
は
、
航
空
機
の
適
正
な
運
航
の
確
保
及
び
山
岳
遭
難
等
の
発
生
の
抑
止
の
観
点
か
ら
、
山

岳
遭
難
に
係
る
緊
急
運
航
に
要
し
た
費
用
の
遭
難
者
等
に
よ
る
負
担
及
び
そ
の
他
の
必
要
な

方
策
に
つ
い
て
早
急
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。 


